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目指せ！交通事故ゼロ・ごみゼロのまち！死亡事故ゼロ765日継続中！（令和７年10月20日現在）

今月の主な内容今月の主な内容

令和６年度歳入歳出決算‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P2〜５

100歳高齢者表彰‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P21 　ちいさな駅前を旅するマーケット‥‥‥‥‥P30

　PTA資源回収のお知らせ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥P８
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令和６年度の決算について町議会（９月定例会）で認定されました。
町の決算は、各家庭のお財布事情に例えられます。昨年度のお財布事情が

どうだったのか、町民の皆さまにお知らせします。
　問合せ…総合政策課財政係【☎35－1238】

令和６年度歳入歳出決算令和６年度歳入歳出決算
～上里町のお財布事情~～上里町のお財布事情~

一般会計
歳入（入ってきたお金）

119 億 2,057 万円
歳出（使ったお金）

112 億 8,049 万円

企業会計

特別会計
会計名 歳入決算額 歳出決算額

国民健康保険 31億7,381万円 31億1,705万円

介護保険 23億7,028万円 22億3,925万円

後期高齢者医療 4億1,925万円 4億1,611万円

◆上里町水道事業決算
区分 収入決算額 支出決算額

収益的収入
および支出 6億796万円 4億7,717万円

資本的収入
および支出 3億1,720万円 4億8,502万円

※�資本的収支不足額は、水道事業会計の内部留保資金
などで賄っています。

◆上里町下水道事業決算
区分 収入決算額 支出決算額

収益的収入
および支出 2億9,807万円 2億8,141万円

資本的収入
および支出 3億4,306万円 4億3,254万円

※�資本的収支不足額は、下水道事業会計の内部留保
　資金などで賄っています。

◆上里町農業集落排水事業決算
区分 収入決算額 支出決算額

収益的収入
および支出 1,237万円 1,424万円

資本的収入
および支出 709万円 702万円

2広報かみさと  2025.11



消費税引き上げ分の地方消費税
（社会保障財源分）の使途について

　平成26年および令和元年に税率が引き上げられたことに
伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を
明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされ
ています。

◆歳入
引上げ分の地方消費税収 ４億98万円

◆歳出
社会福祉関係事業 20億1,822万円

社会保険関係事業 11億7,428万円

保健衛生関係事業 4,024万円

町の基金残高
　基金は、家計で言う貯金のことです。今後も決算状況
を踏まえ、可能な範囲での積立を行います。
◆町の基金残高の状況（令和６年度末）

基金の名称 残高

財政調整基金 15億7,390万円

減債基金 ８億3,170万円
公共施設等用地取得
及び施設整備基金 ９億1,417万円

いきいき福祉基金 4億267万円

教育施設整備基金 9億7,282万円

土地開発基金 2億138万円

奨学資金貸付基金 1億6,655万円

森林環境譲与税基金 239万円

　地方債は、世代間の負担の公平と財政収支の年度間調整を
主な目的として、国や金融機関から借り入れるお金です。
　地方債の発行によって得られる収入を活用することで、
必要な行政サービスを早期に実現することが可能になりま
すが、家庭における住宅ローンと同様、将来にわたる財政
負担にもなります。
　町では、過度な負担とならないよう、適切な管理の下に
新規発行と償還を行っています。

町の地方債残高

財政の健全性
　自治体の財政破綻を未然に防ぐために「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）」に基づ
き、下記のとおり財政指標を公表します。
　この指標には、健全化判断比率（４分類）と資金不足比率があり、財政状況が良好かどうかを示すものとなりま
す。国が示すこの指標を基にして、町の財政が健全団体、または早期健全化団体（要注意状態）もしくは財政再生
団体（破綻状態）のいずれかに該当するか、また、各会計の経営がどのような状態であるかの判断を行います。
　この指標のうち、一つでも基準値以上になった場合には、財政の健全化に向けた計画の策定および取組を行っ
ていく必要があります。
　上里町の各指標は、昨年と同様に基準を下回っており、財政の健全化が保たれていますが、今後も引き続き無
駄のない財政運営に努め、一層の財政健全化に取り組んでいきます。

◆健全化判断比率� （単位：％）

指標名 上里町 早期健全化
基準

財政再生
基準

実質赤字比率 赤字なし 14.1 20
連結実質赤字比率 赤字なし 19.1 30
実質公債費比率 8.8 25 35
将来負担比率 - 350 -
◆公営企業における資金不足比率� （単位：％）

会計名 上里町 経営健全化基準

水道事業 資金不足なし 20.0 
下水道事業 資金不足なし 20.0 
農業集落排水事業 資金不足なし 20.0 

【用語解説】

実質赤字比率 標準財政規模に対する一般会計等の赤字の割合

連結実質赤字比率 標準財政規模に対する町の全会計の赤字の割合

実質公債費比率 標準財政規模に対する一般会計等の借入金返済額の割合

将来負担比率 標準財政規模に対する一般会計等が将来負担すべき負債の割合

※標準財政規模とは、地方税や普通交付税など通常経常的に 
　収入される一般財源であり、令和６年度は67億5,495万円
　です。

残高総額　69億261万円

3 広報かみさと No.678



令和６年度に実施した主な事業令和６年度に実施した主な事業
　令和６年度の歳出総額は、112億8,049万円となりました。
　皆さまが納めた税金等が町の事業としてどのように活用されたのか、主な実施事業をご紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

子育て世代へ支援

保育料無償化事業（7,952万円）
　令和６年４月から、町独自の取り組みとして、子育て世代の経済的負
担の軽減と子どもを産み育てやすい環境の充実を図るため、子どもの年
齢、人数、保護者の所得に関わらず、全ての子どもの保育料の無償化を
行いました。

神流リバーサイドロード事業（6,615万円）

　神流リバーサイドロード事業は、上里スマートインターチェンジから
県道藤岡本庄線を経由し、国道254号までを結ぶアクセス道路です。
　本事業は、国の補正予算による交付金を活用しながら、令和７年度の
全線開通に向け築造工事を進めています。
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

安全安心で暮らしやすいまちづくり

小・中学校教育振興事業
（1,854万円）

学力向上推進事業
（839万円）

交通安全対策事業
（212万円）

災害対策事業
（123万円）

ふるさと納税返礼品の登録事業者を募集しています！ふるさと納税返礼品の登録事業者を募集しています！
　近年では、自治体の応援を目的としたふるさと納税制度がますます身近なものとなってきています。
　現在、上里町ではふるさと納税返礼品の登録、提供をしてくださる地元事業者を募集しています。
　ぜひ、魅力ある商品やサービスを返礼品として登録し、ふるさと納税制度を通じてともに上里町を盛り
上げていきましょう。

・全国へＰＲ可能！

　→４大サイト（さとふる・ふるさとチョイス・楽天ふるさと納税・ふるなび）をはじめ各種ポータル

　　サイトに掲載されます。

・新規顧客層の獲得や販路拡大きっかけに！

　→従来では接触機会のなかった層にもアプローチすることができ、リピーターによる通常購入に

　　つながることもあります。

・各種手数料が無料！

　→ポータルサイト掲載料、送料、決済手数料は上里町が負担します。

問合せ･･･総合政策課財政係【☎35－1238】

メリット

返礼品は、総務省が示す法令やガイドラインに基づき、以下の基準（一部抜粋）を満たす必要

があります。

・町内において生産されたもの

・町内において製造・加工されたもの（主要な工程を行うなどにより相応の付加価値の創出がなされて

　いること）

・町内において提供される役務その他これに準ずるもの

　※そのほかにも返礼品を定義、制限する基準等があります。

注意点

　制度概要の説明や事業者登録、ポータルサイト掲載への手続き方法など、返礼品登録に関する手続きのサ
ポートをしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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2025上里町タウンミーティングを開催しました！

　８月 30 日㈯、31 日㈰、９月７日㈰、「2025 上里町タウンミーティング～選ばれる町・住み続けたい町の実
現に向けて～」が、各小学校地域で開催されました。町民と町長の活発な意見交換が行われました。ここでは、
参加者から寄せられた意見と、それに対する町の回答を一部紹介します。

問合せ…総合政策課政策調整係【☎35－1238】

 

Q
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
希
薄
化
が
進
み
、
行
事
の
廃
止

に
よ
り
人
材
育
成
や
地
域
活
性
化
が
困
難
に
な
っ
て
い

ま
す
。
町
の
目
標
「
支
え
合
う
ま
ち
」
を
実
現
す
る
た

め
、
住
民
を
巻
き
込
む
新
た
な
事
業
や
取
り
組
み
を
検

討
し
て
く
だ
さ
い
。

 コ
ロ
ナ
の
影
響
も
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
根

本
的
な
原
因
は
社
会
構
造
の
変
化
に
あ
る
と
感
じ
て

い
ま
す
。
人
が
集
ま
り
や
す
い
仕
組
み
や
事
業
の
在
り

方
に
つ
い
て
、
地
域
関
係
者
の
方
々
と
一
緒
に
検
討
を

進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

 

Q
こ
む
ぎ
っ
ち
の
出
動
回
数
を
増
や
し
、
よ
り
積
極
的
に

活
用
し
て
ほ
し
い
で
す
。
特
に
若
い
世
代
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
中
心
で
情
報
収
集
を
し
て
い
る
た
め
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ

を
使
っ
た
発
信
を
強
化
す
る
こ
と
で
、
広
報
効
果
の
向

上
が
期
待
で
き
ま
す
。
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
体
験
を
通
じ

て
魅
力
を
発
信
す
る
取
り
組
み
が
効
果
的
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

 「こ
む
ぎ
っ
ち
」
は
観
光
Ｐ
Ｒ
に
有
効
で
あ
る
と
認
識

し
て
お
り
、
今
後
も
活
用
を
図
る
と
と
も
に
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ

を
活
用
し
た
情
報
発
信
に
も
力
を
入
れ
て
ま
い
り
ま
す
。

AA

 

Q
計
画
に
は
「
充
実
」「
推
進
」「
強
化
」
と
い
っ
た
肯

定
的
な
言
葉
が
目
立
ち
ま
す
が
、
人
口
構
成
上
の
課

題
か
ら
く
る
税
収
減
少
や
財
源
不
足
に
対
す
る
危
機

感
が
欠
け
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
今
後
の
予
算

確
保
の
た
め
に
は
、
何
か
を
削
減
す
る
な
ど
具
体
的

な
対
応
策
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

 費
用
対
効
果
が
低
い
事
業
や
時
代
に
合
わ
な
く
な
っ

た
事
業
に
つ
い
て
は
、
見
直
し
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

今
後
も
歳
入
と
歳
出
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
、
無
駄

を
な
く
し
た
行
政
運
営
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

A

 

Q
小
学
校
登
下
校
時
の
見
守
り
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
近
年
の

異
常
気
象
に
よ
る
尋
常
で
は
な
い
暑
さ
が
続
い
て
お
り
、
子

ど
も
た
ち
の
健
康
が
心
配
で
す
。
町
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な

暑
さ
か
ら
子
ど
も
た
ち
を
守
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
対
策

を
検
討
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

 町
で
は
、
児
童
の
日
傘
等
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
各
家
庭
の

判
断
に
任
せ
て
お
り
ま
す
。
通
学
区
内
の
商
店
や
公
共
施
設

で
子
ど
も
た
ち
が
必
要
に
応
じ
て
休
憩
で
き
る
「
ク
ー
ル
オ

ア
シ
ス
事
業
」
と
い
う
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

A

 

Q
こ
む
ぎ
っ
ち
号
の
再
編
や
デ
マ
ン
ド
交
通
の
導
入
に
よ
っ
て

利
便
性
が
向
上
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
は
今
後
も

継
続
し
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
町
内
の
病

院
で
は
タ
ク
シ
ー
送
迎
を
利
用
す
る
方
も
多
い
た
め
、
タ
ク

シ
ー
助
成
が
導
入
さ
れ
る
と
、
よ
り
便
利
に
な
る
と
考
え
て

い
ま
す
。

 デ
マ
ン
ド
交
通
で
は
町
内
の
大
半
の
病
院
を
停
留
所
と
し
て

設
定
し
、
利
便
性
を
重
視
し
て
導
入
し
ま
し
た
。
導
入
時
に

は
協
議
会
で
タ
ク
シ
ー
助
成
の
可
能
性
も
検
討
し
ま
し
た
が
、

同
規
模
の
予
算
内
で
実
施
す
る
に
は
年
齢
や
利
用
回
数
の
制

限
が
必
要
と
な
る
た
め
広
範
囲
で
利
用
で
き
る
デ
マ
ン
ド
交

通
を
選
択
し
ま
し
た
。
今
後
も
利
用
状
況
を
分
析
し
、
利
用

者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
研
究
を

続
け
て
ま
い
り
ま
す
。

A

 

Q
町
の
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
指
標
の
設
定
に
は
疑
問
を
感

じ
ま
す
。
町
民
が
よ
り
豊
か
に
な
れ
る
よ
う
な
指
標
の
設
定

が
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
専
門
家
の
意
見
を
仰

ぐ
こ
と
も
有
効
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

 一
部
の
計
画
で
は
、
外
部
の
専
門
家
が
委
員
と
し
て
参
加
し

て
い
る
も
の
も
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
委
託
し
て
い
る
計
画

に
つ
き
ま
し
て
は
、
専
門
の
研
究
員
と
と
も
に
策
定
を
行
い
、

時
代
に
即
し
た
指
標
を
設
定
し
て
ま
い
り
ま
す
。

A

　皆さまからいただいたご意見は、今後の町の施策や事業展開に役立
ててまいります。 これからも町民の皆さまと一緒に課題を共有しなが
ら計画を進め、「選ばれる町・住み続けたい町」の実現に向けて努力し
てまいります。今後ともご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

全てのご意見と
回答はこちら▶
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Living
------------------------

くらし

交通事故被害者のご家族への援護金
　埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県内在住の交通遺児等を対象に、援護一時金を給付しています。
　※「交通遺児等」とは、交通事故（陸海空全ての交通機関の運行により生じた事故）により、死亡また
　　は重い障害を負った保護者に養育されている18歳以下の子どもをいいます。

給付対象者
　埼玉県内に在住する乳幼児ならびに小・中・高等学校
および各種学校等に在学する平成19年４月２日以降に
生まれた交通遺児等で、右表に掲げる世帯に属する方

給付額…こども１人につき10万円
給付時期…令和８年５月上旬（４月末までに「給付決定通知書」を送付します）
申込期限…令和８年１月30日㈮まで　　申請書類…各市町村、学校等で配布します。
提出先…みずほ信託銀行浦和支店（さいたま市浦和区高砂２－12－10）に郵送
　　　　またはご持参ください。【☎048－822－0191】
問合せ…埼玉県交通安全対策協議会【☎048－825－2011】
　　　　埼玉県県民生活部防犯・交通安全課【☎048－830－2955】

給付対象の子どもの人数 同居世帯の総所得額
１人 2,740,000円以下
２人 3,120,000円以下
３人 3,500,000円以下
４人 3,880,000円以下

５人以上 4,260,000円以下

　令和７年10月から、庁舎１階町民福祉課町民係の窓口にサービ
スの向上および窓口の混雑緩和を目的とした窓口番号案内表示シ
ステム（モニター）を設置しました。
　また、モニターでは、町からのお知らせや企業広告等を放映し
ておりますので、待ち時間にご覧ください。

窓口番号案内表示システムを設置しました

問合せ…町民福祉課町民係【☎35－1224】

▲「上里町都市計画
　マスタープラン」の図表
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くらし

◀◀◀◀◀◀　　１１月１日は「１１月１日は「彩彩の国教育の日の国教育の日」　」　▶▶▶▶▶▶

問合せ問合せ
上里町教育委員会教育指導課【☎上里町教育委員会教育指導課【☎ 3535 － 1247】－ 1247】
埼玉県教育局生涯学習推進課【☎ 048 － 830 － 6972】埼玉県教育局生涯学習推進課【☎ 048 － 830 － 6972】

　県では、教育に関する理解を深めていただくため、11 月１日を「彩の国　県では、教育に関する理解を深めていただくため、11 月１日を「彩の国
教育の日」、11 月１日から７日までを「彩の国教育週間」としています。教育の日」、11 月１日から７日までを「彩の国教育週間」としています。
　期間中は、県や市町村、学校、社会教育施設、各種団体等で、学校公開や　期間中は、県や市町村、学校、社会教育施設、各種団体等で、学校公開や
親子向け体験教室などの事業が多数実施されます。親子向け体験教室などの事業が多数実施されます。
　この機会に、事業へ参加して理解を深め、身近な人と「自然」「人」「本」「家　この機会に、事業へ参加して理解を深め、身近な人と「自然」「人」「本」「家
族」「地域」の大切さや思い出について語り合ってみませんか。族」「地域」の大切さや思い出について語り合ってみませんか。
　詳しくは、県ホームページの各サイトをご覧ください。　詳しくは、県ホームページの各サイトをご覧ください。

PTA資源回収PTA資源回収のお知らせのお知らせ
長幡小学校

日時日時…12 月６日㈯、午前８時 30 分～ 10 時…12 月６日㈯、午前８時 30 分～ 10 時
　　　※　　　※延期の場合は、12 月 13 日㈯延期の場合は、12 月 13 日㈯
　　　　　　　　なお、その際は校舎屋上に赤い旗を取り付けるとなお、その際は校舎屋上に赤い旗を取り付けると
　　　　  ともに長幡小学校ホームページに記載します。　　　　  ともに長幡小学校ホームページに記載します。
場所場所…農協カントリーエレベーター（東側駐車場）…農協カントリーエレベーター（東側駐車場）
　　　　　　※西門より入場し、南門より退場する一方通行で※西門より入場し、南門より退場する一方通行で
　　　　　　　お願いいたします。　お願いいたします。
　　　　　　※搬入の際は、交通事故等に十分注意してください。※搬入の際は、交通事故等に十分注意してください。
回収品回収品
　　新聞、雑誌、段ボール、牛乳パック、アルミ缶、布類新聞、雑誌、段ボール、牛乳パック、アルミ缶、布類
　　※スチール缶・空きビン・ペットボトル等は回収できません。※スチール缶・空きビン・ペットボトル等は回収できません。
回収方法回収方法
　　自家用車等で直接搬入自家用車等で直接搬入し、所定のコンテナにお入し、所定のコンテナにお入
れください。れください。
　　※ PTA 役員等による回収はありません。※ PTA 役員等による回収はありません。
　　※字ごとの時間区分はいたしません。※字ごとの時間区分はいたしません。
問合せ問合せ…長幡小学校【☎ 33 － 0907】…長幡小学校【☎ 33 － 0907】 賀美小学校

日時日時…11 月 29 日㈯、午前８時 30 分から（小雨決行）…11 月 29 日㈯、午前８時 30 分から（小雨決行）
　　　　　　※午前８時までに回収品を出してください。※午前８時までに回収品を出してください。
　　　　　　※雨天の場合は、11 月 30 日㈰に延期します。※雨天の場合は、11 月 30 日㈰に延期します。
回収品回収品
　新聞、雑誌・本、段ボール　新聞、雑誌・本、段ボール
　　※空き缶、空きビン、ペットボトル、牛乳パック、古布等※空き缶、空きビン、ペットボトル、牛乳パック、古布等
　　は回収できません。　　は回収できません。
回収方法回収方法
　ＰＴＡ役員が回収に伺います。　ＰＴＡ役員が回収に伺います。
　※回収品は、必ず道路に面したわかりやすい場所に出して　※回収品は、必ず道路に面したわかりやすい場所に出して
　　ください。　　ください。
　※金下、堀込、原地区の方は回収場所をごみ収集所に掲示　※金下、堀込、原地区の方は回収場所をごみ収集所に掲示
　　してありますので、ご確認ください。　　してありますので、ご確認ください。
問合せ問合せ…賀美小学校【☎ 33 － 0026】…賀美小学校【☎ 33 － 0026】

※地域によって回収方法や回収品目が
　異なりますのでご注意ください。

神保原小学校
日時日時…11 月 29 日㈯、午前８時 30 分から…11 月 29 日㈯、午前８時 30 分から
　　　　　　※午前８時までに回収品を出してください。※午前８時までに回収品を出してください。
　　　　　　※雨天の場合は、11 月 30 日㈰に延期します。※雨天の場合は、11 月 30 日㈰に延期します。
回収品回収品
　新聞、雑誌、段ボール、　新聞、雑誌、段ボール、
　牛乳パック、ペットボトルキャップ　牛乳パック、ペットボトルキャップ
　　※空き缶、空きビン、ペットボトル、古布等は回収できま※空き缶、空きビン、ペットボトル、古布等は回収できま
　　せん。　　せん。
回収方法回収方法
　ＰＴＡ役員が回収に伺います。　ＰＴＡ役員が回収に伺います。
　※回収品は、必ず道路に面したわかりやすい場所に出して　※回収品は、必ず道路に面したわかりやすい場所に出して
　　ください。　　ください。
問合せ問合せ…神保原小学校【☎ 33 － 3074】…神保原小学校【☎ 33 － 3074】

七本木小学校
日時日時…11 月 29 日㈯、午前８時～午後４時…11 月 29 日㈯、午前８時～午後４時
　　　11 月 30 日㈰、午前８時～正午　　　11 月 30 日㈰、午前８時～正午
　　　（両日とも雨天決行）　　　（両日とも雨天決行）
場所場所…七本木小学校校庭（出入口は南東門）…七本木小学校校庭（出入口は南東門）

※搬入の際は、交通事故等に十分注意してください。※搬入の際は、交通事故等に十分注意してください。
回収品回収品
　新聞、雑誌、段ボール、アルミ缶、牛乳パック　新聞、雑誌、段ボール、アルミ缶、牛乳パック
　　※スチール缶、空きビン、古布等は回収できません。※スチール缶、空きビン、古布等は回収できません。
回収方法回収方法
　　自家用車等で直接搬入自家用車等で直接搬入し、所定のコンテナへお入し、所定のコンテナへお入
れください。れください。
　※ PTA 役員等による回収はありません。　※ PTA 役員等による回収はありません。
問合せ問合せ…七本木小学校【☎ 33 － 0544】…七本木小学校【☎ 33 － 0544】

◀シンボルマーク

※「生涯学習ステーション」とは、県内の指導者
　やイベント、講座などの生涯学習に関する情報　
　をお届けし、県民の皆さまの生涯学習活動を支
　援するサイトです。

▲生涯学習
　ステーション

▲彩の国
　教育の日
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省エネに
ご協力ください

野外焼却（野焼き）
は法律により禁止
されています

　「近所で草木を燃やして煙たい」「洗濯物に臭い
がついて困る」など、野外焼却（野焼き）に関す
る苦情や相談が寄せられています。
　ごみを野外で燃やすことは、「廃棄物の処理及び
清掃に関する法律」で一部の例外を除き禁止され
ています。
　野外焼却を行うと、大量の煙や臭いが発生し、
近隣の生活環境に支障をきたすだけでなく、ご近
所同士のトラブルにつながる場合もあります。
　例外として認められている場合（農地における稲
わら、麦わらの焼却）でも、周囲の方から煙や臭
いの苦情が出た場合は、速やかに焼却の中止をお
願いします。
　また、どのような場合でも、ビニールやプラス
チック類の焼却は禁止されています。
　ごみは野外焼却をせずに、分別ルールに従って、
ごみ収集や資源物として適正に処理をしていただ
くよう、皆さんのご協力をお願いします。

問合せ
くらし安全課生活環境係【☎35－1226】
農業振興課農業振興係【☎35－1232】

　近年、地球温暖化の影響と考えられる異常気象や
集中豪雨など、さまざまな問題が発生しています。
　町では、このような環境問題を解決していくため、
2050 年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにす
ることを目標とする「上里町ゼロカーボンシティ宣言」
を表明しています。
　この目標を達成するためには、日頃から省エネを
心がけ、ひとつずつ積み上げていくことが必要です。

・不要な照明は消す
・使わない家電の電源を切る
・エアコンは無理のない範囲で省エネに努める

　町役場では、これら省エネの取り組みを続けた結
果、役場庁舎内における温室効果ガスの排出量が、

令和６年度　３２７,７６９kg-CO2
（基準排出量５０８,５８６kg-CO2）
※基準排出量は平成 24～26 年度の３年間の実績から算出
※「㎏ -CO2」：二酸化炭素１㎏を意味する単位
１㍑の牛乳パックで約500 本分の体積に相当します。

　となりました。
　一つひとつは小さなことでも、積み重ねていくこと
で大きな省エネ効果につながります。ぜひ、ご家庭
におきましても、省エネのご協力をお願いします。

問合せ…くらし安全課生活環境係【☎35－1226】

ごみ　　つうしんゼロ

問合せ…くらし安全課生活環境係【☎35－1226】

『3きり運動』で生ごみの減量を！

令和７年９月のごみの量は…
家庭系ごみ（可燃・不燃・有害・粗大）

 排出量 ５７６. ０ｔ
【ひとり１日あたり約６３１ｇ】

埼玉県内のひとり１日あたりのごみの排出量は
約490ｇです。（令和５年度）

　 町では、年間約 8,500 トンの燃えるごみが出されており、
そのうち、一番多いのは家庭から出る生ごみです。
　 皆さんも 『３きり運動』 を実践し、食品ロスの削減にご
協力をお願いします。

① 食品を使い切る 『使い切り』
② 食べ残しをしない 『食べきり』　　　　　『３きり運動』
③ 生ごみを出す前の 『水切り』

～減らす・分別・再利用を心がけましょう～

前月と比べて
24gの増量です

　町内小中学校の児童・生徒の皆さんが、各学校で日
頃から行っているゼロカーボンに向けた取組を紹介す
る作品を、11月19日㈬から12 月7日㈰まで、イオ
ンタウン上里（２階）で展示をします。ぜひ、お立ち寄
りいただき、各学校での取組をご覧ください！
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「認知症サポーター養成講座」開催のお知らせ「認知症サポーター養成講座」開催のお知らせ
　認知症は誰にでも起こりうる「脳の病気」です。自分や家族にとって他人事とはいえない「認知症」について学びま
せんか。修了者には、サポーター証をお渡しします。
　認知症サポーターは、認知症について正しく理解し、できる範囲で認知症の方やその家族を見守り、支援する「応援
者」です。

日　時…11月26日㈬、午前９時30分～11時 (受付：午前9時15分から)
会　場…上里町福祉町民センター（社会福祉協議会2階研修室）
内　容…認知症について基礎的な知識
定　員…15名
講　師…新井　千鶴　氏（認知症キャラバンメイト）
申　込…11月17日㈪までに下記までお申し込みください（生活支援サポーター養成講座受講者は申し込み不要）
申込み・問合せ･･･高齢者いきいき課地域包括支援係【 ☎35－1243 】

生活支援サポーター養成講座を開催します生活支援サポーター養成講座を開催します
　町では、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう日常生活のちょっとした困りごと（ごみ
出し、庭の草むしり、買物など）を支え合う地域づくりを推進しています。この講座でさまざまな知
識を身につけ地域で活かしてみませんか。（全４回　※初回のみ火曜日開催）

上里町上里町
たまる健★幸たまる健★幸
マイレージマイレージ

第１回 11月18日㈫ ・住み慣れた上里町で安心して暮らすために
・加齢に伴うココロとカラダの変化

第２回 11月26日㈬ ・認知症の理解と予防のポイント（認知症サポーター養成講座）
・身近な地域活動の紹介

第３回 12月３日㈬ ・高齢者を悪質商法から守るには
・草取りおよび低木の剪定方法の基礎知識

第４回 12月10日㈬ ・支え合い活動（生活支援）をする時の心得と手法
・私たちにできることを考える

※全４回修了の方は、上里町生活支援サポーターとして認定します。
時　間…いずれも午前９時30分～ 11時45分
会　場…上里町福祉町民センター（社会福祉協議会２階研修室）
対　象…どなたでも参加できます
参加費…無料　　定　員…先着20名
申　込…11月７日㈮から申込フォーム、または電話でお申し込みください。
申込先・問合せ…上里町社会福祉協議会【☎33－4232】

▲申込フォーム

子育て世帯食糧支援事業
　　　　　　年末フードパントリーを開催します
●日　時…12月13日㈯、午後１時～３時
●会　場…上里町役場１階町民ホール（上里町大字七本木5518）
●対　象…①ひとり親世帯のうち、児童扶養手当を受給している世帯の方
　　　　　②就学援助を受けている世帯の方
　　　　　③18歳以下の子どもが４人以上いる世帯の方
　　　　　町内在住の方のうち、①～③のいずれかに該当し、当日会場に受け取り
　　　　　に来られる方(生活保護世帯は除く)
●配付物…お米、レトルト食品、乾麺など
●申　込…11月４日㈫午前９時から11月18日㈫午後５時までに
　　　　　右記申込フォームまたは所定の申込用紙にて申し込み。
●問合せ…上里町社会福祉協議会【☎33－4232】
　　　　　※申込み多数の場合は抽選となります。 ▲申込フォーム

※要申込　80世帯分

町民および企業の皆さま
からの食品のご寄付も
募集しています！
（賞味期限が２ヶ月以上
あるもの）

上里町上里町
たまる健★幸たまる健★幸
マイレージマイレージ
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Living
------------------------

くらし

見守りキーホルダーを
ご活用ください

　高齢者が外出先で突然倒れたり保護され
た場合に、印字された連 絡 先に登録番号
を伝えると、身元や緊急連絡先が確認でき、
周りの方は必要な対応を行うことができます。
認知症状がみられる方には、服や持ち物に貼
り付けることができるシールも一緒にお渡し
しています。

対象
　町内に住所のあるおおむね 65 歳以上の方
で、高齢者世帯の方、日中独居の方、認知
症による症状がある方、急な発作の恐れある
いは身体上の慢性疾患があり、日常生活上
注意が必要な方等

費用
　無料

申込・問合せ先
高齢者いきいき課地域包括支援係

【☎35－1243】

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の送付について
　国民年金保険料の納付額は、年末調整や確定申告の際に、「社会保険料控除」の対象になります。この「社会保
険料控除」をうけるには、保険料を支払ったことを証明する書類が必要です。そこで、「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が日本年金機構から送付されますので、年末調整や確定申告の際にご利用ください。
　また、「e－Tax」で利用できる電子版の交付を行っています。詳しい利用方法等については、日本年金機構ホーム
ページにてご確認ください。

　なお、ご家族（配偶者やお子様等）が負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国民年金保険
料に加え、その保険料についても控除が受けられます。

問合せ…ねんきん加入者ダイヤル【☎ 0570 － 003 － 004】
　　　　０５０から始まる電話でかける場合は【☎ 03 － 6630 － 2525】

≪送付時期≫
〇令和７年１月１日～令和７年9月30日の間に国民年金保険料を納付された方
　⇒10月下旬～ 11月上旬にかけて順次送付
○令和７年10月1日～令和７年12月31日の間に国民年金保険料を納付された方
　⇒翌年２月上旬に送付

11月は「ねんきん月間」
11月30日は「年金の日」です

　厚生労働省では、『国民お一人お一人、「ねんきんネット」
等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしていた
だく日』として、11 月 30 日（いいみらい）を「年金の日」と
しています。
　この機会に、「ねんきんネット」でご自身の年金記録や年金
見込額を確認し、将来の生活設計について考えてみませんか。
　「ねんきんネット」では、パソコンやスマートフォンからい
つでもご自身の年金記録を確認できるほか、ご自身の年金
記録からさまざまな条件を設定した上で、年金見込額の試算
をすることもできます。
　また、マイナポータルと連携することで、国民年金保険料
の口座振替申出等の電子申請や確定申告で利用可能な控除
証明書等の電子データの取得ができます。
　ご利用については、日本年金機構ホームページをご覧くだ
さい。

◀日本年金機構ホームページ
  （ねんきんネット）

問合せ
ねんきん定期便・ねんきんネット専用電話

【☎ 0570 － 058 － 555】
０５０から始まる電話でかける場合は

【☎ 03 － 6700 －1144】
健康保険課医療年金係【☎35－1222】
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くらし

早期相談・発見で虐待を防ぎましょう早期相談・発見で虐待を防ぎましょう
あなたの小さな気づきが解決の第一歩

相談窓口

高齢者虐待 上里町地域包括支援センター
（高齢者いきいき課内） ☎35－1243

障害者虐待 町民福祉課社会福祉係 ☎35－1224

児童虐待
児童相談所全国共通ダイヤル ☎189
子育て共生課子育て支援係 ☎35－1236

全ての分野
24時間

365日対応
埼玉県虐待通報ダイヤル ☎#7171

◆ＳＯＳサインの例
本人の様子

体や服がいつも汚れている
不自然なけがが多い
急におびえたり、わめく等、情緒不安定
 �家から怒鳴り声や悲鳴、ものが投げられる音が
　頻繁に聞こえる
◆私たちにできること
見守り
　「こんにちは」「お出かけですか」など日頃から地域
で声をかけあうことで、孤立を防ぐことができます。
気づき
　「様子が変だな」「暴力を振るわれているのかな」「家
族が疲れているみたい」などあなたの小さな気づき
が解決の第一歩です。
つなぐ　
　地域の民生委員･児童委員や町役場の担当窓口へ
相談してください。秘密は守られます。

　核家族化や近所付き合いが希薄になっている今、家庭内で起こる虐待や暴力が社会問題になっています。家
庭内での精神的ストレスの蓄積や介護者の負担の増大、または経済的な負担等が要因となり、虐待につながる
ことが懸念されています。しかし家庭内のことは周囲に発見されづらく、また、「家庭内の問題だから…」と通
報しにくい現状があります。
　しかし、虐待をうけている本人からＳＯＳはなかなか出ません。地域でいち早く気づき通報することが被害
を深刻化させず、早期解決に導きます。虐待をうけた・してしまった、または周囲の人が気づいたときには、
一人で悩まず各窓口へご相談ください。

埼玉県虐待通報ダイヤル
　県では、児童・高齢者・障害者のすべてに 24 時

間 365 日受付・対応する「埼玉県虐待通報ダイヤル

＃７１７１」を開設しています。

　虐待を発見した、虐待を受けている、虐待をしてしま

ったなどの場合は、＃７１７１に電話してください。

　詳しくは、県ホームページを御覧ください。

　http://www.pref.saitama.lg.jp/a0601/20170711.html
問合せ…埼玉県福祉部福祉政策課
　　　　【☎０４８－８３０－３３９１】

こむぎっちカフェ（認知症カフェ）に遊びにきませんか？
　認知症の方や家族、地域の方、専門職等、認知症に興味のある方なら誰でも
参加できる交流の場です。おしゃべりやレクリエーションをしながら楽しく過ごし
ます。認知症の方の介護に関する相談もお受けしています。

『こむぎっちカフェ』
（認知症カフェ）とは？

日　時…毎月第２火曜日、午後２時～３時30分
　　　　（状況により、短縮になることがあります）
会　場…イオンタウン上里２階・フードコート
参加費…100円(飲み物代込み)
※事前の申込みは不要です。直接会場へお越しください。
　途中参加、途中退席も可能です。
※参加いただく際はマスクの着用・検温をお願いいたします。
問合せ…社会福祉法人英会栄華の里【☎34－2188】
　　　　高齢者いきいき課地域包括支援係【☎35－1243】

11月11日㈫は、
　　　こむぎっちカフェミニ講座を開催します！
あんしん看護株式会社との合同開催です。
テーマ…「血管年齢測定」
　　　　　　～血管年齢を測ってみませんか？～
講　師…あんしん看護株式会社
日　時…1１月１１日㈫、午後２時～
場　所…こむぎっちカフェ
費　用…100円（カフェ参加費）
申　込…事前申込不要。お気軽にお越しください。
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Care------------------------
介護

～上里町老人クラブ連合会からのお知らせ～

老人クラブに入会しませんか？
①地域を基盤として活動する高齢者の自主的
な組織です。
②生きがいと健康づくりや生活を豊かにする活
動を行います。
③知識や経験を生かし、地域を豊かにする社会
活動にも取り組みます。

　老人クラブとは？
おおむね60歳以上の方は誰でも入会できます。
　対象者は？

○スポーツ活動…グラウンド・ゴルフ、筋力アップ体操等
の健康づくりなど

○友愛活動…独居老人への一声活動など
○清掃活動…公園や学校などの清掃や、花植えなど
○地域見守り活動…児童の見守り活動など
○教養講座…健康講座、料理教室など
　　　　　　※地域により活動内容は異なります。

　どんな活動をしているの？

上里町では現在、18の単位クラブが各
地域で活動しています。
詳しくはお近くの老人クラブ会員か、下
記の事務局までお尋ねください。
問合せ
上里町老人クラブ連合会事務局

（高齢者いきいき課内）【☎35－1243】

▲グラウンド・ゴルフ大会の様子

11月30日（いい看取り・看取られ）は「人生会議の日」です。
大切な人と…「人生会議」始めてみませんか
　自らが希望する医療やケアを受けるために、大切にしていることや望んでいること、どこでどのよ
うな医療やケアを望むかを自分自身で前もって考え、周囲の信頼する人たちと話し合い、共有する
ことが重要です。
　人生の最終段階において、あなたが大事にしたいこと、望む生き方について考え、話し合うことは、
もしもの時にあなたの望みを叶える第一歩となるはずです。
　何度でも繰り返し、見直すことができるので、いま、あなたができることから始めてみませんか。

「人生会議の進め方」（例）

①あなたにとって大
切な思いは何です
か？ご自身の希望や
思いについて考えて
みましょう。

②あなたが信頼できる
人、心を打ち明けられ
る人は誰か考えてみま
しょう。

③信頼できる人や医
療・ケアチームと話し
合ってみましょう。

④話し合いの結果を大
切な人たちに伝えて共
有しましょう。

　心身の状態に応じて意思は変化することがあるため　心身の状態に応じて意思は変化することがあるため
　何度でも繰り返し考え話し合いましょう　何度でも繰り返し考え話し合いましょう

【参考】「上里町エンディングハンドブック」を高齢者いきいき課、町民福祉課にて配布しています。
　　　厚生労働省および埼玉県のホームページもご覧ください。

▲町HP ▲埼玉県HP▲厚生労働省HP

問合せ…高齢者いきいき課【☎35－1243】

13 広報かみさと No.678



Tax
------------------------

税

◆11月の開庁日	【休日】（午前８時30分～正午）	11月９日㈰
	 【夜間】（午後８時まで）	 11月25日㈫
	  ※夜間は庁舎西入口（夜間入口）からお入りください。
	  ※休日・夜間開庁の各種証明書は発行できません。
◆相談窓口の問合せ…税務課収税係【☎35－1220（内線1121～1126）】
　　　　　　　　　　※�納税相談の場合は、あらかじめお電話でご連絡ください。

国民健康保険税第５期・固定資産税第
４期の納期限は12月１日㈪です。
税金のお納めには便利な口座振替を
ご利用ください。

納税相談窓口納税相談窓口 ～休日開庁・夜間開庁のお知らせ～

口座振替日は納期限日となります。残高不足
等で振替ができなかった場合、再度の振替は
できませんので、残高の確認をお願いします。

　町内において、法人あるいは個人で事業を営んでいる方や町内の事業所に機械等をリースしている方は、
毎年１月１日現在にその事業のために所有する構築物、機械、工具、器具、備品等について、税務課資産
税係に申告する必要があります。

固定資産税（償却資産）の申告について固定資産税（償却資産）の申告について

申告日時…令和８年１月５日㈪～２月２日㈪
　　　　　（土・日・祝日を除く）

申告方法…窓口、郵送、電子申告（eLTAX）

必要書類等
　償却資産申告書、種類別明細書(全資産用・プレ申
告用、増減資産用)、「マイナンバーカード」または「通
知カードと本人確認書類」(個人事業主の場合）

申告が必要な方
　町内において、法人あるいは個人で事業を
営んでいる方や上里町内の事業所に機械等を
リースしている方
※郵送で申告される方で、償却資産申告書の控が

必要な場合は、お手数ですが切手を貼った返信
用封筒を同封してください。
問合せ…税務課資産税係
　　　　【☎35－1220】（内線：1111～1114）

申告期限
12月15日㈪ 取り壊したはずの取り壊したはずの

建物に固定資産税は建物に固定資産税は
課税されていません課税されていません
か？か？

　令和７年中に建物を取り壊した方、取り壊す予定
の方は、登記の有無にかかわらず『建物滅失申告』
を行ってください。令和７年中に取り壊した証明が
できない場合は、令和８年度も課税されてしまいま
す。期限までに申告をお願いします。

申告方法　※次のいずれかを選択
①税務課［⑬番窓口］にて「建物滅失申告書」を提出
②下記問合せ記載の電話番号へ連絡して申告
③建物滅失申告フォーム（QR コード）により申告
※申告後、税務課職員が現地へ確認に伺います。

問合せ
税務課資産税係

【☎35－1220（内線：1111～1114）】

税務署からのお知らせ

「税を考える週間」について「税を考える週間」について
　国税庁では、「これからの社会に向かって」をテー
マとして、国民の皆様に租税の意義や役割、税務行
政に対する知識と理解を深めていただくため、 １年
を通じて租税に関する啓発活動を行うとともに、毎
年 11月11日から17 日を「税を考える週間」として、
集中的にさまざまな広報広聴施策を実施しています。
　また、国税庁のホームページでは、「国税庁の取組」
や「税に関する情報」を紹介しています。この機会に、
税の役割や仕組みについて考えてみてはいかがでし
ょうか。

問合せ…本庄税務署【☎22－2111】

▲国税庁ＨＰ
　「税を考える週間」◀建物滅失

　申告フォーム
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図書館・郷土資料館だより
☎34－0455
図書館ホームページ
https://www.im.licsre-
saas.jp/kamisato/

11 月の図書館休館日
10 日㈪・27日㈭

みんなできてね！みんなできてね！
◆子どもシアター
日　時…11月９日㈰
　　　　午前11時から（20分程度）
作品名…『くまのがっこう
　　　　  ジャッキーの
　　　　  じてんしゃりょこう』

◆絵本の読み聞かせ
□くまさんのポケット
日　時…11月12日㈬、26日㈬
　　　　午前11時から
□おはなしの会（カッコーの会）
日　時…11月15日㈯
　　　　午後２時から
□のはらタイム（のはらくらぶ）
日　時…11月22日㈯
　　　　午後２時から

食べるのが楽しくなる口のひみつ

今泉　忠明／著　くぬぎ太郎／絵
創元社／出版

【請求記号】491 タ

【あらすじ】
　口は生きるためにも、周りの人
とのコミュニケーションのために
も、あなたのすてきな毎日を支え
てくれています。はたらきや雑学
など、口についてのひみつを探る
旅にでかけましょう！読んだあと
は誰かに話さずにはいられなくな
るはずですよ！

今月のおすすめ新刊本
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開館時間…午前９時～午後７時

日　時…12月６日㈯、午前10時30分~11時30分
場　所…上里町立図書館　２階視聴覚室
内　容…近代日本経済の父・渋沢栄一についての講演
講　師…木村　孝雄　氏（渋沢栄一記念財団深谷支部幹事）
定　員…先着20名（事前予約制）
申　込…11月11日㈫午前９時から図書館カウンター、
　　　　または、お電話にて申込み
　　　　※定員になり次第締切。当日受付はできません。
問合せ…上里町立図書館【☎34－0455】

　講座「新一万円札　渋沢栄一　講座「新一万円札　渋沢栄一
　　　　　日本を近代化へ導いた男」　　　　　日本を近代化へ導いた男」

　金久保内出遺跡の発掘調査成果を公開します。
　金久保内出遺跡からは、古墳時代から奈良時代ごろの住まいや鎌倉
時代から室町時代頃の建物の跡などが見つかりました。

日　時…11月30日㈰、午前10時～午後２時30分
会　場…金久保内出遺跡（上里町金久保913）
定　員…120名
申　込…11月10日㈪～ 21日㈮
申込先…右記二次元コードから申込
問合せ

（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団
【☎0493－39－5346】

郷土資料館郷土資料館
遺跡見学会（金久保内出遺跡）の開催遺跡見学会（金久保内出遺跡）の開催

▲申込コード
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保健センターからのお知らせ　問合せ【☎33－2550】

上里町上里町

たまる健★幸たまる健★幸

マイレージマイレージ

①「上里町共通商品券」の使用はお済ですか？
　保健センターで交付した「上里町共通商品券」には、有効期限があります。
　忘れずに期限までにご使用ください（有効期限は商品券裏面に記載）。

②令和６年度分健幸ポイント未交換の方へ
　令和６年度分健幸ポイントの交換がお済みでない場合は、６月に対象の方へ送付した書類とスマート
フォンまたはポイントカードを持参して保健センターへお越しください。
　＜上里町共通商品券との交換期限＞令和８年１月30日㈮

◇令和７年度健幸ポイント付与申請について
　令和７年度健幸ポイント付与締切は「令和８年４月10日㈮」までです。申請忘れにご注意ください。

◆「からだ改革塾2025」ウォーキング講座
日　時…11月28日㈮、午前10時～ 11時30分
会　場…上里町多目的スポーツホール
講　師…保健センター職員
内　容…ウォーキング＆エクササイズ（室内でできる有酸素運動）
定　員…60名（先着順で定員になり次第締め切り）
持ち物…運動できる服装、室内用運動靴、水分補給用の飲料、筆記用具
　　　　※たまる健★幸マイレージ参加者は、ポイントカードまたはスマートフォン
申　込…11月20日㈭までに保健センターへ電話申込
健幸ポイント…100ポイント

◆かみさと　たまる健★幸マイレージ事業からのお知らせ
　令和６年度健幸ポイント分の「上里町共通商品券」について

　ぷれたまでは、性別問わず、思春期のからだやこころの悩みに助産師がお答えします。
　いま悩んでいることを「ぷれたま」に相談してみませんか。
　電話相談　048－799－3613
　受付時間　月・金曜日　午前10時～午後3時
　　　　　　第１～４土曜日　午前11時～午後３時、午後４時～７時

　　　詳しくは　　　　　　　　　　　　　で検索 ▲県の相談窓口

◆中高生等の思春期の方、性やからだの悩み・不安を
　「プレコンセプションケア相談センター埼玉　ぷれたま」に相談してください

　プレコンセプションケアとは、妊娠する・しない、年齢、性別にかかわらず、健康や
将来のライフプランを考えていくというものです。

▲プレコンセプ
　ションケア
　について
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保健センター予定表 ☎33－2550 在宅当番医療機関
◆�診察は午前中のみとなります。また当番医は変更になる
場合もありますので、確認してからお出かけください。

休 日の医療機関はこちらへ
11月

５日㈬ ５歳児健康相談
10日㈪ 赤ちゃん相談、ベビーマッサージ&ヨガ講座
12日㈬ １歳６か月児健康診査
14日㈮ ３歳６か月児健康診査
18日㈫ ３・４か月児健康診査
19日㈬ ７・８か月児健康診査

※健診対象者へ個別で通知いたします。
※赤ちゃん相談は「完全予約制」になりました。

休日・夜間急患診療所

11月 2日㈰ 恵南クリニック ☎24－0008
11月 ３日㈪ 本庄皮膚科医院 ☎22－3233
11月 ９日㈰したら眼科クリニック ☎33－8333
11月16日㈰ 辻クリニック ☎35－1116
11月23日㈰ 関根内科外科医院 ☎77－7667
11月24日㈪ はにぽんクリニック ☎22－3596
11月30日㈰ 昭和産婦人科 ☎22－2025
12月 ７日㈰ 千田医院 ☎76－0041

◆12月１日は「世界エイズデー」です

　「世界エイズデー」は、世界的レベルでのエイズまん延防止と、患者・感染者に対する差別・偏見の解
消を目的として、1988年に制定されました。
　治療法の進歩により感染の早期把握、治療の早期開始・継続によってＨＩＶ陽性者はエイズの発症を防
ぐことができ、ＨＩＶに感染していない人と同等の生活を送ることが期待できるようになりました。
　しかし、そうした変化が正確な情報として十分に伝わっているとは言えない現状があります。
　そこで、「世界エイズデー」を機にひとりでも多くの人にＨＩＶ／エイズに関する検査や治療、支援な
どを知っていただけたらと思います。そして、最新の知識の普及を通じて、ＨＩＶ検査の受検促進や差別・
偏見の解消につなげていきたいと考えています。
　また、近年はＨＩＶだけではなく、梅毒などの性感染症も顕著に増加がみられます。性感染症は感染を
広げないために予防行動をとり、早期発見・早期治療につなげることが重要です。
　心配な出来事があった際には検査を受けましょう。本庄保健所では月に２回、ＨＩＶ・性感染症検査を
実施しています（予約制）
　詳しくは本庄保健所のホームページをご覧ください。

問合せ…本庄保健所【☎0495－22－6481】

◆麻薬・覚せい剤・大麻乱用防止運動（10月1日～ 11月30日）を実施しています
　麻薬・覚醒剤・大麻・危険ドラッグなどの薬物乱用は、自分の健康を害するだけでなく、家族や周りの
人にも大きな影響を与えます。
　覚醒剤や大麻等の薬物の誘いは、はっきり断りましょう。
　薬物でお困りの方は一人で悩まず相談しましょう。

問合せ…本庄保健所【☎0495－22－6481】
　　　　県薬務課【☎048－830－3633】

【本庄市保健センター内☎23－3322】
診療科目…内科系疾患
診 療 日…日曜・休日・年末年始
　　　　　平日木曜日夜間
診療時間…①午前９時～正午
②午後１時～４時、③午後７時～10時

（平日木曜日夜間は午後８時～ 10時）
※健康保険証を持参してください
※�夜間の診療は午後９時45分までに受付を�
してください。
※①、②の診療時間は発熱外来あり
　（人数制限あり）

◀本庄保健所ホームページ
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こども家庭センターからのお知らせ
問合せ…子育て共生課子育て支援係【☎35－1236】

　小・中学校の児童・生徒が安心して義務教育が受けられるよう、経済的にお困りの保護者に対して、学用品費
や給食費等の援助を行います。
▶就学援助制度
対　象…町立の小・中学校に就学または新入学を予定している児童・生徒の保護者で、次に該当する方
　　　　①生活保護を受けている方
　　　　②生活保護は受けないがそれに準じてお困りの方
　　　　③町県民税等が非課税または減免された方
　　　　④児童扶養手当を受けている方　など
申　請…毎月 15 日までに教育委員会へ申請
▶就学援助制度に伴う入学準備金
　就学援助費のうち、新入学児童生徒学用品費の支給が入学前に受けられます。
対　象…令和８年４月に上里町立の小・中学校に、新１年生として入学を予定している児童等の保護者で、
　　　　就学援助の認定を受けた方
申請日・支給予定月

申請日 支給予定月
１月 15 日㈭までの申請 入学前 ( ２月 )
１月 16 日㈮以降の申請 入学後 ( ５～６月 )

申請先・問合せ…教育総務課教育庶務係【☎35－ 1246】

就学援助制度のご案内
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11 月は「いじめ撲滅強調月間」です11 月は「いじめ撲滅強調月間」です
いじめを受けていたり、いじめに気が付いたりしたら、一人で悩まず相談・通報してください

◆彩の国　よりそうみんなの電話・メール教育相談  
   （埼玉県立総合教育センター）

【24 時間 365 日対応】
子ども用（18 歳以下）※無料
　☎ # 7

なやみゼロゼロ
300　　　☎ 0120 － 8

ハロー
6 － 3

さいのくに
192

保護者用　　　　　☎ 048 － 5
こ こ ろ
56 － 0

お は な し
874

Ｅメール相談　　　　 soudan@spec.ed.jp
◆いじめ通報窓口（埼玉県教育委員会）
小・中・高校生の「いじめ」に関する通報

「いじめ」についての情報提供のみ受付

◆埼玉県警察少年サポートセンター
【平日、午前８時 30 分～午後４時 15 分】
（土日・祝日・年末年始除く）
少年用　　　　　　☎ 048 － 861 － 1152
保護者用　　　　　☎ 048 － 865 － 4152

◆埼玉いのちの電話
【 24 時間 365 日対応】
☎ 048 － 645 － 4343

◆さいたまチャイルドライン
【毎日　午後４時～９時】
子ども専用（18 歳以下）※無料
☎ 0120 － 99 － 7777

◆埼玉県こころの電話
心の健康や悩みに関する相談

【平日、午前９時～午後５時】
☎ 048 － 723 － 1447

（土日・祝日・年末年始除く）
◆子どもの人権１１０番
心の健康や悩みに関する相談

【平日、午前８時 30 分～午後５時 15 分】※無料
☎ 0120 － 007 － 110（土日・祝日・年末年始除く）

賀美児童館幼児教室
「寝相アート」

日　時…11 月 28 日㈮、午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
会　場…賀美児童館
内　容…『年賀状 2026 午年』のテーマを背景に乳幼児を
　　　　寝かせて写真を撮ります
対　象…１歳未満の乳児と保護者対象（１歳以上の兄姉参加も可）
講　師…みやざわ　りょうこ　氏
定　員…５組（先着順）
参加費…無料
持ち物…カメラなどの撮影機器
　　　　※衣装の貸出はありませんのでお好みのお洋服でお越しください
申　込…11 月４日㈫、午前 9 時から電話または直接児童館へ
申込先・問合せ…賀美児童館【☎ 34 － 1100】

館館児児 事事童童 業業

◆子どもスマイルネット
【毎日　午前 10 時 30 分～午後６時】
☎ 048 － 822 － 7007（ 祝日・年末年始除く） 問合せ…埼玉県県民生活部青少年課

　　　　【☎ 048 － 830 － 2907】
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ま ち の わ だ いま ち の わ だ い

　10 月 11 日㈯、米作り体験教室の第 3 回目「稲刈り」が行
われました。
　当日は小雨の降る肌寒い日でしたが、参加した子どもたち
は、懸命に稲の刈り取りを行いました。保護者の方の協力の
もと、稲架（はさ）掛けまで行うことができました。親子で
行う貴重な体験となりました。

上里町放課後子供教室ちゃれんじクラブ
米作り体験教室「稲刈り」

　９月 27 日㈯、町民体育館および多目的スポーツホールにおい
て、運動能力テストが行われ、６歳～ 83 歳の幅広い年代の方が
参加しました。握力や上体起こし等の共通種目の他、シャトルラ
ンや開眼片足立ちなど年代別に計６種目のテストを受け、体力年
齢や総合評価などの判定を受けました。

スポーツイベント 2025「体力・運動能力
テスト」が実施されました

　任期満了（令和 8 年 4 月 30 日）の上里町議会議員一般選挙（定数 14 名）および任期満了（令和 8 年
5 月 10 日）の上里町長選挙の選挙期日等を下記のとおり決定しましたので、お知らせします。

選挙期日（投開票日）　　　　　　　　
令和８年４月 19日㈰
告示日（立候補届出日）　　　　　　　
令和８年４月 14日㈫
※両選挙とも同じ日程で行います。

問合せ…上里町選挙管理委員会事務局【☎3535－ 1237－ 1237】

　＜立候補予定者説明会を開催＞
対　象…上里町議会議員一般選挙・上里町長選挙に立候補
　　　　を予定している方
日　時…令和 8 年 2 月 10 日㈫、午後 1 時 30 分から
会　場…町役場　4 階　大会議室
　　　　※立候補予定者 1 名につき本人を含め２名以内と
　　　　　させていただきます。代理出席も可能です。

上里町議会議員一般選挙・上里町長選挙　選挙期日が決定しました

教育委員会委員に
　　　　　　梅林正樹氏
　教育委員会委員の阿久戸嘉
彦氏が９月 30 日付けで任期
満了となったため、９月定例
議会において、議会の同意を
得て、梅林正樹氏が 10 月１
日付けで選任されました。

▲梅林正樹氏

教育委員会教育長に
　　　　　　　齊藤雅男氏
　９月 30 日付けで任期満了
となりました教育委員会教育
長の齊藤雅男氏が９月定例議
会において、議会の同意を得
て 10 月１日付で再任されま
した。

▲齊藤雅男氏
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１００歳高齢者表彰
　今年度 100 歳を迎えられる、小林早苗さん、長澤義江さん、坂本壹郎さん、金井キヌ子さん、岡田靜江さん、
今井政江さん、木村虎次郎さん、千葉トキ子さん、小林サクさんへ、内閣総理大臣からの祝状および記念品、
町からのお祝い金を伝達しました。

▲小林早苗さん ▲長澤義江さん ▲金井キヌ子さん

▲岡田靜江さん

▲坂本壹郎さん

▲木村虎次郎さん ▲千葉トキ子さん▲今井政江さん

令和７年度上里町二十歳の集いのお知らせ
　「二十歳の集い」の開催を以下のとおり予定しております。　「二十歳の集い」の開催を以下のとおり予定しております。
　対象の方には、12月中に案内状を発送いたします。　対象の方には、12月中に案内状を発送いたします。

日　時日　時…令和…令和８８年年１１月月1111日㈰、午前９時30分日㈰、午前９時30分
　　　　（受付：午前９時から）　　　　（受付：午前９時から）
会　場会　場…ワープ上里（上里町総合文化センター） 　　…ワープ上里（上里町総合文化センター） 　　
対象者対象者…平成17年４月２日～平成18年４月１日生まれの方…平成17年４月２日～平成18年４月１日生まれの方

問合せ問合せ…生涯学習課生涯学習係【☎…生涯学習課生涯学習係【☎3535－1245】－1245】 ◀申込フォーム

就職・就学などで町外へ転出している方へ就職・就学などで町外へ転出している方へ

　就職・就学等で町外に転出されてい　就職・就学等で町外に転出されてい
る方のうち、上里町二十歳の集いへ参る方のうち、上里町二十歳の集いへ参
加希望の方は、下記申込フォームまた加希望の方は、下記申込フォームまた
は電話にて必要事項をご連絡ください。は電話にて必要事項をご連絡ください。

※小林サクさんはお名前のみの紹介とさせていただきます。

固定資産評価審査委員会委員に新井悦子氏
　固定資産評価審査委員の新井和男氏が、９月 30 日付けで任期満了となったため、
９月定例議会において、議会の同意を得て、新井悦子氏が 10 月１日付で選任され
ました。

　▲新井悦子氏
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公 民 館 コ ー ナ ー公 民 館 コ ー ナ ー

長幡公民館
申込先・問合せ【☎34－ 1725】

せせらぎ大学　園芸教室
「正月用　苔玉ふう寄せ植え」

日　時…11 月 28 日㈮、午後１時 30 分から
場　所…賀美公民館　２階集会室
参加費…無料
定　員…20 名
内　容…エンディングノートの使い方や遺言、
　　　　相続、年金など 正しい知識を身に付ける
申　込…電話または直接賀美公民館へ

手作りのしめ縄で新年を迎えませんか？
日　時…12 月 15 日㈪、午後１時 30 分から
場　所…賀美公民館　２階集会室
講　師…森村　市郎　氏
参加費…無料
定　員…12 名
持ち物…ハサミ・飲み物・軍手
申　込…電話または直接賀美公民館へ

せせらぎ大学「しめ縄づくり」

賀美公民館
申込先・問合せ【☎34－ 1724】

「良くわかる終活セミナー」
～今をより良く生きる～

日　時…12 月６日㈯、午前 11 時開会（雨天決行）
場　所…長幡公民館（車は長幡小学校校庭へ）
参加費…無料、お餅のプレゼント有り
定　員…50 名
対　象…児童（未就学児は保護者の付き添いが必要）
内　容…子どもが杵で餅つきを体験
申　込…直接長幡公民館へ
　　　　（窓口で参加券を配布します。当日持参。）

長幡公民館・児童館共催事業
「子どももちつき大会」

日　時…12 月 17 日㈬、午前 10 時から
場　所…長幡公民館ホール
講　師…細井　登　氏
参加費…無料
定　員…15 名
持ち物…わらを切るハサミ、エプロン、軍手
申　込…電話または直接長幡公民館へ

生き活き学校「しめ縄づくり」 生き活き学校　華道教室
「正月用生け花」

日　時…12 月 19 日㈮、午後１時 30 分から
場　所…賀美公民館　２階集会室
講　師…立花　勲　氏
参加費…1,200 円
定　員…10 名
持ち物…手袋・エプロン・飲み物
申　込…参加費を添えて賀美公民館へ

日　時…12 月 26 日㈮、午後１時 30 分から
場　所…長幡公民館ホール
講　師…木村　久美江　氏
参加費…2,500 円
定　員…15 名
持ち物…水盤、剣山、軍手、ハサミ、エプロン
申　込…参加費を添えて長幡公民館へ
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上里東公民館
申込先・問合せ【☎34－ 1041】

神保原公民館
申込先・問合せ【☎34－ 1727】

　寒い時期にほっと一息、音楽で癒されませんか？今年度は神保原公民館利用団体２組による素敵なコン
サートを開催！奏でるハーモニーと合奏を聞きに来てください。申込は不要。直接お越しください。

日　時…12 月 13 日㈯、午後２時から
場　所…神保原公民館ふれあいホール　　参加費…無料
※駐車場は公民館、神社裏、小学校（職員駐車場）をご利用ください。
◆参加団体紹介（興味がある方は公民館にご連絡ください）

～ 2025ウィンターコンサート at 公民館～

東公民館主催事業
「キムチ作り教室」

日　時…11 月 26 日㈬・12 月 10 日㈬
　　　　午後１時 30 分から
場　所…上里東公民館
講　師…鈴木　洋子　氏
参加費…300 円　　定　員…10 名
持ち物…へら、エプロン、飲み物
申　込…11 月 19 日㈬までに参加費を添えて
　　　　上里東公民館へ

サルビア学級
「来年の干支を作ろう」

七本木公民館
申込先・問合せ【☎34－ 1726】

日　時…12 月 12 日㈮、午後１時 30 分から
場　所…七本木公民館　１階調理室
参加費…500 円
定　員…16 名（先着順）
持ち物…エプロン、三角巾、マスク、ビニール手袋
申　込…参加費を添えて七本木公民館へ

体験教室
「こんにゃく作り」

せせらぎ大学
第３回グラウンドゴルフ大会

日　時…12 月９日㈫、午前９時から
　　　　（予備日…12 月 11 日㈭）
　　　　※役員の皆さまは午前７時 45 分集合
場　所…堤調節池グラウンド
持ち物…飲み物、タオル、帽子、道具
申　込…各地区老人クラブ役員または直接公民館へ
　　　　※メンバー表は 11 月 28 日㈮までに提出
　　　　　をお願いします。

日　時…12 月３日㈬、午後１時 30 分から
場　所…七本木公民館　１階調理室
講　師…松本　重子　氏
参加費…1,500 円
定　員…24 名
持ち物…エプロン、頭巾、マスク
申　込…11 月 26 日㈬までに参加費を添えて
　　　　上里東公民館へ

【合唱団かみさと】
美しいハーモニー（合唱）の練習をしています。
毎月第１・３水曜日　午後 7 時～ 9 時
毎月第２・４日曜日　午後 2 時～ 4 時

【琴美月】
大正琴で４パートに分かれて合奏曲をやっています。
毎月第４金曜日　午前９時 30 分～ 11 時 30 分
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上里町七本木2368-4

埼埼玉玉県県知知事事免免許許（（88））第第１１６６３３５５２２号号

正社員募集
接客スタッフ（２名）・事務スタッフ（１名）

00449955--3333--22226666

営業時間 10：00～18：30（水曜定休）

9：00～18：00 9：00～16：00（応相談可）

パ

週休２日（水・日） 水・土・日・祝

パート社員

同時募集

仕事 事務スタッフ（１名）

資格 高卒以上、パソコン操作できる方、未経験者大歓迎

給与 接客

事務

250,000～350,000円(月給)

200,000～250,000円(月給)

パ 1,300～1,500円(時給)

時間 正 パ

休日 正 パ 共通 年末年始・GW・お盆

週休2日

日曜・水曜
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し
ら
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コ
ー
ナ
ー

コ
ー
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座・催
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ゼ
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小
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と
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小
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会
」

ぱ
ぱ
、
ま
ま
、
赤
ち
ゃ
ん

　
　
　
　
　
あ
つ
ま
れ
！

傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
講
座

▲
申
込

　
二
次
元
コ
ー
ド

「
学
校
給
食
に
関
す
る
絵
画
コ

ン
ク
ー
ル
」
入
選
作
品
の
展
示
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日
時
…
11
月
11
日
㈫
、
午
後
１

時
30
分
か
ら

会
場
…
上
里
町
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
（
上
里
町
大
字
神
保

原
町
１
４
０
１
）

問
合
せ
…
上
里
町
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー
【
☎
33-

４
２
３
１
】

　
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
に
よ
る
全
国
一

斉
情
報
伝
達
試
験
を
行
い
ま

す
。
町
内
の
防
災
行
政
無
線
か

ら
試
験
放
送
が
流
れ
ま
す
が
、

実
際
の
災
害
と
お
間
違
え
の
な

い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

日
時
…
11
月
12
日
㈬
、
午
前
11

時
ご
ろ

問
合
せ
…
く
ら
し
安
全
課
防
災

安
全
係【
☎
35-

１
２
２
６
】

　
ケ
ア
ラ
ー
と
は
、
家
族
な
ど

の
身
近
な
人
に
対
し
て
、
無
償

で
介
護
、
看
護
、
日
常
生
活
上

の
お
世
話
や
援
助
を
し
て
い
る

方
で
す
。 

　
単
身
世
帯
の
増
加
や
核
家
族

化
の
進
行
な
ど
、
家
族
構
成
が

大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
り
ま

す
。
一
方
、
社
会
に
お
い
て
は

「
家
族
が
介
護
す
る
の
は
当
た

り
前
」
と
い
っ
た
考
え
方
が
根

強
く
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
ケ
ア
ラ
ー
が
孤
立
し
、

悩
み
を
周
囲
に
相
談
で
き
な
い

状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。  

　
埼
玉
県
で
は
11
月
を
「
ケ
ア

ラ
ー
月
間
」
と
定
め
、
集
中
的

な
広
報
啓
発
を
行
い
、
ケ
ア

ラ
ー
支
援
へ
の
理
解
と
協
力
の

輪
を
広
げ
、
ケ
ア
ラ
ー
が
孤
立

す
る
こ
と
の
な
い
社
会
の
実
現

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

※
詳
し
く
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
…
県
地
域
包
括
ケ
ア
課

地
域
包
括
ケ
ア
担
当
【
☎
０
４

８-

８
３
０-

３
２
6
６
】

　
11
月
は
「
児
童
虐
待
防
止
推

進
月
間
」
そ
し
て
11
月
12
日
か

ら
11
月
25
日
は
「
女
性
に
対
す

る
暴
力
を
な
く
す
運
動
」
期
間

で
す
。
こ
の
期
間
中
、
児
童
虐

待
防
止
の
象
徴
で
あ
る
オ
レ
ン

ジ
、
そ
し
て
女
性
に
対
す
る
暴

力
根
絶
の
象
徴
で
あ
る
パ
ー
プ

ル
の
光
で
、
役
場
町
民
ホ
ー
ル

を
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
し
ま
す
。
こ

の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
に
は
、「
ひ

と
り
で
悩
ま
ず
、
相
談
し
て
ほ

し
い
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が

込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
光
を
通

し
て
、
す
べ
て
の
人
が
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現
を
願

い
、思
い
を
共
有
し
ま
し
ょ
う
。

期
間
…
オ
レ
ン
ジ
ラ
イ
ト
ア
ッ

プ
：
10
月
27
日
㈪
～
11
月
11
日
㈫

パ
ー
プ
ル
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
：
11

月
12
日
㈬
～
25
日
㈫

時
間
…
午
後
５
時
～
９
時

場
所
…
役
場
町
民
ホ
ー
ル

　
若
年
層
と
中
高
年
層
の
就
職

を
応
援
し
ま
す
。

日
時
…
11
月
27
日
㈭
、
午
後
１

時
30
分
～
４
時
（
受
付
：
午
後

１
時
～
３
時
30
分
）

会
場
…
本
庄
商
工
会
議
所
２
階

大
ホ
ー
ル

内
容
…
60
歳
未
満
の
方
と
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
本
庄
管
内
企
業
の

人
事
担
当
者
と
の
個
別
面
接

参
加
企
業
…
15
社（
予
定
）

　
役
場
町
民
ホ
ー
ル
で
、
男
女

共
同
参
画
に
関
す
る
パ
ネ
ル
展

を
開
催
し
ま
す
。

　
こ
の
パ
ネ
ル
展
で
は
、
性
別

に
関
係
な
く
誰
も
が
自
分
ら
し

く
生
き
ら
れ
る
社
会
の
実
現
に

向
け
た
取
り
組
み
や
課
題
を
わ

か
り
や
す
く
紹
介
し
て
い
ま

す
。
私
た
ち
の
暮
ら
し
の
中
に

あ
る
男
女
共
同
参
画
に
つ
い

て
、
改
め
て
考
え
て
み
ま
せ
ん

か
。

展
示
期
間
…
12
月
４
日
㈭
～
10

日
㈬

展
示
内
容
…
「
多
様
な
性
知
っ

て
い
ま
す
か
？
」「
男
性
を
取
り

巻
く
環
境
」「
考
え
よ
う
！
わ
た

し
た
ち
の
働
き
方
・
暮
ら
し
方
」

問
合
せ
…
子
育
て
共
生
課
人

権
・
男
女
共
同
参
画
係
【
☎

35-

１
２
３
６
】

問
合
せ
…
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
本
庄

職
業
紹
介
部
門
【
☎
22-

２
４

４
８
】

　
11
月
１
日
か
ら
埼
玉
県
最
低

賃
金
は
時
間
額
１
１
４
１
円
と

な
り
ま
す
。

　
こ
の
金
額
は
埼
玉
県
内
の
事

業
場
で
働
く
す
べ
て
の
労
働
者

に
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
埼
玉
労
働
局
労

働
基
準
部
賃
金
室
【
☎
０
４
８

-

６
０
０-

６
２
０
５
】
ま
た

は
最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署

へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

日
時
…
①
11
月
19
日
㈬
、
②
12

月
17
日
㈬
、
③
令
和
８
年
１
月

21
日
㈬

午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

会
場
…
上
柴
公
民
館
小
会
議
室
２

相
談
内
容
…
相
続
、
遺
言
、
登

記
、
債
務
整
理
、
成
年
後
見
、

不
動
産
の
名
義
変
更
な
ど

相
談
料
…
無
料

申
込
…
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
に

電
話
予
約
【
☎
０
４
８-

８
３

８-

７
４
７
２
】

※
予
約
は
相
談
日
の
１
週
間
前

に
締
め
切
り
ま
す
。

そ
の
他
…
相
談
時
間
は
１
時
間

程
度
と
な
り
ま
す
。

問
合
せ
…
埼
玉
司
法
書
士
会
事

務
局
【
☎
０
４
８-

８
６
３-

７
８
６
１
】

「
誰
か
を
支
え
る
あ
な
た
も
支
え
る
」

11
月
は
ケ
ア
ラ
ー
月
間

▲︎
県
Ｈ
Ｐ

男
女
共
同
参
画
パ
ネ
ル
展

を
開
催
し
ま
す

オ
レ
ン
ジ
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
・

パ
ー
プ
ル
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

の
お
知
ら
せ

本
庄
地
域
就
職
面
接
会

最
低
賃
金
が
改
正
さ
れ
ま
す

県
北
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

　
　
　
出
張
法
律
相
談
会

防
災
行
政
無
線
に
よ
る

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
試
験
放
送
に
つ
い
て
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植 村 学 習 塾（小５～中３）
★上里北中エリア限定

教室：神保原町 433－4
℡ 090－4922－1060（ショートメール対応可）

おかげさまで 35周年

•新年度生募集（新小５・６、新中１・２・３）　早期割引あり！
•北中で上位を目指したい方に最適・５教科総合指導
•小学：算数・国語（読解力養成）充実！
•小６英語〔書き・基礎文法〕を習得！

広報を見た。
で割引！

Twitter＃植村塾♣『塾ナビ』、『エキテン』サイトに掲載中♣

広 

告

　
所
得
税
の
基
礎
控
除
の
見
直

し
等
に
関
す
る
説
明
会
を
次
の

と
お
り
開
催
し
ま
す
。

日
時
…
11
月
18
日
㈫
、
①
午
前

10
時
～
11
時
30
分
②
午
後
２
時

～
３
時
30
分

場
所
…
本
庄
税
務
署
２
階
会
議
室

定
員
…
20
名（
事
前
予
約
制
）

申
込
…
電
話
申
込

申
込
先
・
問
合
せ
…
本
庄
税

務
署
法
人
課
税
部
門
【
☎
22-

２
１
１
２
（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）】

※
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に

『
所
得
税
の
基
礎
控
除
の
見
直

し
等
に
つ
い
て
の
特
設
サ
イ

ト
』お
よ
び『
年
末
調
整
が
よ
く

わ
か
る
ペ
ー
ジ
』
を
掲
載
し
て

い
ま
す
。
そ
ち
ら
も
ぜ
ひ
、
ご

覧
く
だ
さ
い
。

勤
務
期
間
…
令
和
８
年
１
月
22

日
～
３
月
31
日
（
１
か
月
～
２

か
月
程
度
、
土
・
日
・
祝
日
を

除
く
）

勤
務
時
間
…
午
前
９
時
～
午
後

５
時
ま
で
の
う
ち
４
～
６
時
間

勤
務
内
容
…
①
確
定
申
告
会
場

で
の
ス
マ
ホ
操
作
補
助
、
受
付

案
内
等

②
事
務
補
助
、
パ
ソ
コ
ン
に
よ

る
デ
ー
タ
入
力
、
書
類
整
理
等

資
格
等
…
ス
マ
ホ
操
作
ま
た
は

は
Ｅ
ｘ
ｃ
ｅ
ｌ
・
Ｗ
ｏ
ｒ
ｄ
等

の
パ
ソ
コ
ン
操
作
が
で
き
る

方
、
高
校
卒
業
程
度
の
知
識
を

有
す
る
方

時
給
…
１
１
５
０
円
か
ら
（
給
与

法
改
定
が
あ
る
場
合
は
変
更
あ
り
）

通
勤
手
当
…
交
通
費
相
当
額

（
上
限
あ
り
）

募
集
人
員
…
①
12
名
程
度
、
② 

８
名
程
度

申
込
方
法
…
電
話
申
込

※
勤
務
内
容
に
よ
り
、
勤
務
期

間
や
勤
務
時
間
が
異
な
り
ま
す

の
で
、
詳
細
に
つ
い
て
は
左
記

ま
で
お
電
話
く
だ
さ
い
。

申
込
先
・
問
合
せ
…
本
庄
税
務

署
総
務
課
【
☎
22-
２
１
１
１

（
音
声
案
内
２
番
を
選
択
）】

　
町
内
で
行
わ
れ
る
小
中
学
生

向
け「
出
前
授
業
」の
サ
ポ
ー
ト

を
し
て
い
た
だ
け
る
ス
タ
ッ
フ

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
子
ど
も
た
ち
に
理
科
や
も
の

づ
く
り
の
楽
し
さ
を
伝
え
る
授

業
で
す
。
先
生
や
ス
タ
ッ
フ
と

一
緒
に
、
会
場
を
盛
り
上
げ
て

く
だ
さ
い
。

日
時
…
12
月
20
日
㈯
、
午
前
10

時
～
午
後
5
時

※
休
憩
１
時
間

場
所
…
上
里
町
多
目
的
ス
ポ
ー

ツ
ホ
ー
ル

内
容
…
子
ど
も
た
ち
の
グ
ル
ー

プ
ワ
ー
ク
リ
ー
ダ
ー
役
、
受

付
、
会
場
準
備
や
片
付
け
、
教

材
や
備
品
の
準
備
な
ど

日
給
…
８
０
０
０
円

そ
の
他
昼
食
支
給
あ
り
、
交
通

費
の
支
給
は
あ
り
ま
せ
ん
。

申
込
…
11
月
４
日
㈫
か
ら
電
話

ま
た
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ
フ
ォ
ー
ム
か
ら

申
込

申
込
先
・
問
合
せ
…
子
育
て
共

生
課
人
権
・
男
女
共
同
参
画
係

【
☎
35-

１
２
３
６
】

日
時
…
12
月
８
日
㈪
、
①
午
前

10
時
～
正
午
、
②
午
後
１
時
～

３
時

場
所
…
熊
谷
高
等
技
術
専
門
校

対
象
…
当
校
に
興
味
の
あ
る

方
、
家
族
や
友
人
と
の
参
加
可

内
容
…
概
要
説
明
、
授
業
見

学
、
希
望
に
よ
り
個
別
相
談
に

対
応

申
込
…
実
施
日
前
日
ま
で
に
電

話
か
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
込

申
込
先
・
問
合
せ
…
熊
谷
高

等
技
術
専
門
校
【
☎
０
４
８-

５
２
３-

６
５
５
９
】

※
詳
細
は
左
記
二
次
元
コ
ー
ド

か
ら
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
個
別

見
学
は
随
時
実
施
し
て
い
ま
す
。

《
一
般
曹
候
候
補
生
》

受
付
期
間
…
11
月
21
日
㈮
ま
で

受
験
資
格
…
18
歳
以
上
33
歳
未

満
の
方
（
採
用
予
定
月
の
1
日

現
在
）	

試
験
期
日

【
１
次
試
験
】11
月
29
日
㈯
～
12

月
４
日
㈭
の
う
ち
１
日

【
２
次
試
験
】令
和
８
年
１
月
６

日
㈫
～
13
日
㈫
の
う
ち
１
日

合
格
発
表

【
１
次
】12
月
15
日
㈪

【
最
終
】令
和
８
年
２
月
５
日
㈭

入
隊
時
期
…
令
和
８
年
４
月
予
定

募
　
　
　
集

【
本
庄
税
務
署
】

非
常
勤
職
員
（
短
期
）
の
募
集

自
衛
官
等
採
用
試
験

▲
国
税
庁

「
非
常
勤
の
募
集
」

　
Ｈ
Ｐ

【
本
庄
税
務
署
】

所
得
税
の
基
礎
控
除
の

見
直
し
等
に
関
す
る
説
明
会

内
閣
府
×
上
里
町
イ
ベ
ン
ト

「
出
前
授
業
」
サ
ポ
ー
ト

ス
タ
ッ
フ
募
集▲

申
込

　
Ｗ
Ｅ
Ｂ
フ
ォ
ー
ム

▲
所
得
税
の
基
礎

　
控
除
の
見
直
し

　
等
に
つ
い
て

県
立
熊
谷
高
等
技
術

　
　
専
門
校
施
設
見
学
会

▲
施
設
見
学
の

　
詳
細
に
つ
い
て

▲
年
末
調
整
が
よ
く

　
わ
か
る
ペ
ー
ジ
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おしらせコーナーおしらせコーナー

広 

告 脇島正法律事務所
埼玉弁護士会所属　弁護士　脇島　正

収入のない方も安心してご相談ください
法テラス制度を利用することで負担なく弁護士に依頼できます

〒367-0030 本庄市早稲田の杜4-1-8
http://wakishima-law.jp/　webからも予約できます

初回相談料無料
予約制  受付時間：平日9:30～18:00
TEL 0495-71-6520 夜間・土日

応相談

《
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校

生
徒（
推
薦
）》

受
付
期
間
…
11
月
28
日
㈮
ま
で

受
験
資
格
…
男
子
で
中
学
校
卒

業
（
見
込
含
む
）
17
歳
未
満
の

方
、
成
績
優
秀
か
つ
生
徒
会
活

動
に
顕
著
な
実
績
を
修
め
、
学

校
長
が
推
薦
で
き
る
方

試
験
期
日
…
令
和
８
年
１
月
10

日
㈯
～
12
日
㈪
の
う
ち
１
日

合
格
発
表
…
令
和
８
年
１
月
22

日
㈭

入
隊
時
期
…
令
和
８
年
４
月
予
定

問
合
せ
…
自
衛
隊
埼
玉
地
方

協
力
本
部
熊
谷
地
域
事
務

所
【
☎
０
４
８-

５
２
２-

４
８
５
５
】

▲︎
自
衛
隊
埼
玉
地
方

　
協
力
本
部
Ｈ
Ｐ

天体観測会天体観測会

▶日時…11 月 29 日㈯、午後５時～８時
▶開催場所…彩の丘クリニック駐車場
　※駐車場あり・中学生以下は保護者同伴
　※申し込み不要・参加費無料
　※雨天中止
▶内容…月・土星・秋と冬の星空の天体観測
　　　　（大型天体望遠鏡あり）
▶問合せ
　上里の宇宙を見る会・岡村
　【☎ 71-7166( 彩の丘クリニック）】

ホームページでも情報を掲載しています
http://kamisato-honjo.com/
kamisatonosora/index.html

月・土星・冬の星座を見よう！

相　談 日　時 会　場 問合せ
心配ごと相談 毎月第３木曜日（祝日を除く）

午後１時30分～３時

福祉町民センター

上里町社会福祉協議会【☎33－4232】
（予約制）定員３名※予約締切：11月17日㈪

法律相談 11月28日㈮
午後１時10分～３時10分

上里町社会福祉協議会【☎33－4232】
（予約制）定員４名
11月10日㈪　午前８時30分から電話受付

行政相談 偶数月第１木曜日
午後１時30分～４時 町民福祉課【☎35－1224】

児童相談 毎月第3木曜日
午後１時30分～３時

町民福祉課【☎35－1224】
（予約制）※予約締切：11月17日㈪

人権相談 毎月第３木曜日
午後１時30分～４時

上里町役場203会議室

子育て共生課【☎35－1236】

女性のための
悩みごと相談

毎月第２・４水曜日
午後２時～３時

子育て共生課【☎35－1236】
（予約制）定員２名

女性のための
法律相談

偶数月第３水曜日
午前10時～ 11時30分

子育て共生課【☎35－1236】
（予約制）定員４名

認知症・成年
後見制度相談

毎週木曜日
午後１時30分～４時 高齢者いきいき課 高齢者いきいき課【☎35－1243】

（予約制）

成年後見相談
ダイヤル

平日
午前９時～午後５時 電話相談

後見センターこだま
（フリーダイヤル）　【☎0120－235－833】
※児玉郡（美里町・神川町・上里町）に在住の方、もし
　くはご家族が在住している方のみご利用できます。

（担当課）高齢者いきいき課

11月 日常生活に関する悩み事、困り事の相談を無料でお受け
します。秘密は厳守します。

消費生活相談窓口
受付
時間

午前９時30分～11時30分
午後１時～３時30分

月 火 水 木 金 土
上里町役場地域活力創造課内【☎35－1235】 ○ 〇
本庄市役所商工観光課内【☎25－1175】 〇 ○ 〇 〇

消費生活支援センター熊谷
（受付時間：午前9時～午後4時）

【☎048－524－0999】　　○ ○ ○ ○ ○ ○（☎のみ）
消費者ホットライン【☎188】 音声ガイダンスの案内により、市町村

または県の相談窓口につながります。上里町の宇宙を見る会主催・上里町教育委員会後援
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入 札 の 結 果 ※消費税抜きの契約金額です。

◆ ①～④令和7年9月10日、⑤令和7年9月11日　開札

工事等名 落札金額 落札業者

① 令和７年度　勅使河原地内（町道
4077号線）側溝布設工事 6,890,000円 東和建設株式会社

②
令和7年度　金久保地内（町道
1206・1209・1325号線）側溝蓋
設置工事

2,290,000円 東和建設株式会社

③ 令和７年度　神保原町地内窪川
樹木伐採除草業務委託 1,710,000円 株式会社児玉造園土木

④ 令和７年度　都市計画道路古新田四
ツ谷線路線測量・詳細設計業務委託 22,550,000円 株式会社北武蔵調査

測量設計事務所

⑤ 令和７年度　藤木戸地内外（藤木
戸・勝場線）道路改良工事 61,550,000円 株式会社関口組

急ぐ日も足止め火を止め準備よし急ぐ日も足止め火を止め準備よし

～４つの習慣～～４つの習慣～
➊➊寝たばこは絶対にしない、させない。寝たばこは絶対にしない、させない。
➋➋ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
➌➌こんろを使うときは火のそばを離れない。こんろを使うときは火のそばを離れない。
➍➍コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

問合せ…児玉郡市広域消防本部予防課
　　　　【☎ 24 － 8392】

令和７年令和７年秋季全国火災予防運動秋季全国火災予防運動を実施しますを実施します

火災予防ポスター展の開催火災予防ポスター展の開催
　児玉郡市内の小学校４・５・６年生が描いた火災予防　児玉郡市内の小学校４・５・６年生が描いた火災予防
に関するポスターで、学校ごとに選出された約 200 点に関するポスターで、学校ごとに選出された約 200 点
の作品を展示します。ぜひ、ご来場ください。の作品を展示します。ぜひ、ご来場ください。
展示期間展示期間：11 月８日㈯～ 16 日㈰：11 月８日㈯～ 16 日㈰
展示場所展示場所：イオンタウン上里：イオンタウン上里
　　　　　【上里町大字金久保 359 －１】　　　　　【上里町大字金久保 359 －１】

～住宅防火　いのちを守る　１０のポイント～～住宅防火　いのちを守る　１０のポイント～

～６つの対策～～６つの対策～
➊➊火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等

は安全装置の付いた機器を使用する。は安全装置の付いた機器を使用する。
➋➋火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を

定期的に点検し、10 年を目安に交換する。定期的に点検し、10 年を目安に交換する。
➌➌火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、

寝具、衣類およびカーテンは、防炎品を使用する。寝具、衣類およびカーテンは、防炎品を使用する。
➍➍火災を小さいうちに消すために、消火器等を設火災を小さいうちに消すために、消火器等を設

置し、使い方を確認しておく。置し、使い方を確認しておく。
➎➎お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避

難方法を常に確保し、備えておく。難方法を常に確保し、備えておく。
➏➏防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、

地域ぐるみの防火対策を行う。地域ぐるみの防火対策を行う。

実施期間：11 月９日㈰～ 15 日㈯実施期間：11 月９日㈰～ 15 日㈯

2025 年度全国統一防火標語2025 年度全国統一防火標語

職員の名札を変更しました職員の名札を変更しました
　SNS等の普及により、名札をもとに個人情報が検索されたり、氏名等がインターネット上に公開されたり
する事案が他自治体で発生しています。こうした状況を踏まえ、職員の個人情報を保護し働きやすい職場環
境を整備するため、10月1日より職員が着用する名札のデザインを変更しました。
　また、町民の皆さまにとって見やすいよう、文字のサイズやフォントなどについても見直しを行いました。

善意をありがとう
社会福祉協議会９月分寄付者

清月堂・高橋＆小暮・Ｆａｒｍ 3,960円

ご協力ありがとうございました
上里町社会福祉協議会【☎33－4232】

変更前 変更後
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ひとのうごき

町民福祉課町民係
11月の日曜窓口開庁日
11月９日㈰

午前８時30分～正午
 ◆取扱事務
•住民票などの証明書の発行
•戸籍届出　•住所異動届　•印鑑登録
•マイナンバー関連手続（電話予約必須）

町の人口（令和７年９月末日現在）
総人口……30,437  人	 ［－9］
　男………15,187	 人	 ［－4］
　女………15,250	 人	 ［－5］
世帯数……13,883世帯	 ［－4］
　　　　　　 [　]は前月との比較
出　生……13	 死　亡……23
転入等……93	 転出等……92

行政区分 氏　　　名 保護者

[ 勝 二 ] 菊地　叶愛 （ かのあ ） 勝偉

［ 堀 込 ］ 鶴岡　莉叶 （ りの ） 達也

[ 古 新 田 ] 和田　悠雅 （ ゆうが ） 成宏

鷲津　圭将 （ けいしょう ） 恭祐

ア バ シ　 オ ル ハ ン
アバシ

モアビア
マハムード

米田　七菜 ( なな ) 夢貴

田近　祐晴 ( ゆうせい ) 拓一

[ 久保新田 ] 飯塚　美央 ( みお ) 光生

江草　武弥 （ たけや ） 蒼一郎

［ 一 丁 目 ］ 峯村　えま 岳憲

國友　涼那 ( すずな ) 俊希

［ 八町河原 ] 小 林　 想 ( そう ) 輝

（９月中の出生届より）

1111月生まれの月生まれの

※「お誕生おめでとう」への掲載を希望される
方は、届出時に窓口でお申し出ください。

岡山　岡山　柊柊
しゅうぜんしゅうぜん

繕繕くんくん
（３歳・本郷三）（３歳・本郷三）
 3歳おめでとう☆ 3歳おめでとう☆

恐竜が大好きでとても優しい恐竜が大好きでとても優しい
柊繕が大好きだよ♪柊繕が大好きだよ♪

奈良　奈良　楓楓
かえでかえで

くんくん
（２歳・長浜町）（２歳・長浜町）
 ２歳おめでとう！ ２歳おめでとう！

これからも食いしん坊でこれからも食いしん坊で
元気な楓でいてね♥元気な楓でいてね♥

荻野　荻野　永永
え なえ な

梛梛ちゃんちゃん
（６歳・上郷）（６歳・上郷）

 祝！ 6歳 祝！ 6歳
笑顔溢れる小学校生活を笑顔溢れる小学校生活を

送れますように♡送れますように♡

松澤　松澤　瑠瑠
る なる な

那那ちゃんちゃん
（２歳・堀込）（２歳・堀込）

お誕生日おめでとう☆お誕生日おめでとう☆
これからも笑顔で過ごそうね！これからも笑顔で過ごそうね！

和田和田紡紡
ほ の はほ の は

乃羽乃羽ちゃんちゃん
（３歳・金下）（３歳・金下）

 ３歳おめでとう♪ ３歳おめでとう♪
家族のムードメーカー！家族のムードメーカー！
これからもよろしくね♪これからもよろしくね♪

松本　松本　瑛瑛
あきらあきら

くんくん
（５歳・三丁目）（５歳・三丁目）

これからもきょうだいこれからもきょうだい
仲よくあそんでね★仲よくあそんでね★
5さいおめでとう5さいおめでとう★★

誕生日を迎えるお子さんの写真募集！
対象…１月に誕生日を迎える小学校就学前のお子さん
申込…�11月28日㈮までに総務課庶務係窓口に写真持参またはイン

ターネット申込（応募写真は返却不可・応募多数の場合は抽選）
申込フォーム：�http://www.town.kamisato.saitama.jp/3493.

htm

大倉　大倉　柚柚
ゆ ず きゆ ず き

葵葵ちゃん・ちゃん・悠悠
ゆうぜんゆうぜん

禅禅くんくん
（６歳・２歳・五明）（６歳・２歳・五明）

歌とダンスが大好きな二人♪歌とダンスが大好きな二人♪
いつもたくさんの笑顔をいつもたくさんの笑顔を

ありがとう♡ありがとう♡

佐藤　佐藤　咲咲
え まえ ま

茉茉ちゃんちゃん
（１歳・東大南）（１歳・東大南）
  １歳おめでとう♡  １歳おめでとう♡

パパママの所に生まれてパパママの所に生まれて
きてくれてありがとう♡きてくれてありがとう♡

 南　もねちゃん 南　もねちゃん
（１歳・本郷一）（１歳・本郷一）

1歳のお誕生日おめでとう1歳のお誕生日おめでとう
元気いっぱいすくすく育ってね♪元気いっぱいすくすく育ってね♪

 田島　 田島　紬紬
つむぎつむぎ

ちゃんちゃん
（３歳・原二）（３歳・原二）

お誕生日おめでとう！いつもお誕生日おめでとう！いつも
沢山の笑顔をありがとう♥沢山の笑顔をありがとう♥

石川　石川　陽陽
ひ お うひ お う

凰凰くんくん
（１歳・新堀）（１歳・新堀）

  お誕生日おめでとう！  お誕生日おめでとう！
いつも癒しをありがとう！いつも癒しをありがとう！

だいすき♡だいすき♡

藤野　藤野　香香
ろ あろ あ

愛愛ちゃんちゃん
（６歳・本郷一）（６歳・本郷一）

 お誕生日おめでとう♡ お誕生日おめでとう♡
毎日癒しを有難う♡毎日癒しを有難う♡

山田　あんちゃん山田　あんちゃん
（１歳・本郷一）（１歳・本郷一）

我が家の可愛いムチムチお嬢我が家の可愛いムチムチお嬢
お誕生日おめでとう♪お誕生日おめでとう♪

小川　小川　思思
こ と なこ と な

那那ちゃんちゃん
（１歳・長浜町）（１歳・長浜町）

 こっちゃんお誕生日おめでとう♪ こっちゃんお誕生日おめでとう♪
すくすく元気にそだってね！すくすく元気にそだってね！

飯塚　飯塚　蒼蒼
あ つ きあ つ き

月月くんくん
（１歳・五丁目）（１歳・五丁目）

お誕生日おめでとう！お誕生日おめでとう！
いっぱい遊んで大きくなってね♪いっぱい遊んで大きくなってね♪

小島　小島　璃璃
り りり り

莉莉ちゃんちゃん
（６歳・久保新田）（６歳・久保新田）

 お誕生日おめでとう。 お誕生日おめでとう。
これからも元気に笑ってこれからも元気に笑って

楽しく過ごそうね！楽しく過ごそうね！

白石　白石　伶伶
れ なれ な

奈奈ちゃんちゃん
（１歳・一丁目）（１歳・一丁目）

 いつも可愛い伶奈ちゃん♪ いつも可愛い伶奈ちゃん♪
おにいとこれからも仲良くね♡おにいとこれからも仲良くね♡
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今 月 の 写 真今 月 の 写 真
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令和７年度令和７年度
　　　上里町防災フェスティバルを開催しました！　　　上里町防災フェスティバルを開催しました！

　９月 20 日㈯、イオンタウン上里を会場に、
「上里町防災フェスティバル」が開催されま
した。当イベントは、防災訓練の一環として、
また、町民の防災意識高揚を図るため行わ
れています。
　今年度は、上里町消防団、児玉郡市広域
消防本部による訓練が実施されました。そ
のほか、地震・煙体験や放水体験、炊き出
しや特殊車両の展示等を行い、多くの方で
にぎわいました。


